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商法改正の経緯

平成 2 年改正

①会社の設立手続の簡易化 （発起人の員数制限の撤廃等）

②最低資本金制度導入

③優先株式の発行手続の合理化 （定款事項を優先配当金額の上限に限定す

る こ と等 ）

平成 5 年改正

①社債制度の改正 （発行限度規定の撤廃，社債管理会社の設置強制等）

②監査役制度の改正 （任期の伸長，員数の増加，監査役会・社外監査役の

創設）

⑨株主代表訴訟の提起手数料の明確化

④株主の帳簿閲覧権の要件媛和

平成 6 年改正

自己株式の取得制限の緩和 （使用人へ譲渡，株式償却，株式譲渡請求等

の取得）

平成 9 年改正

①合併法制の改正（報告総会・創立総会の廃止，債権者保護手続の合理化

簡易合併制度創設）」

②ス トックオ プシ ョン制度 の導 入

③総会屋罰則強化，利益供与要求罪の創設

平成 11年改正

①株式交換及び株式移転の制度の新設

②親会社の株主に対する子会社の業務内容の開示の充実

③金銭債権等についての時価評価制度の導入

平成 12 年改正

会社分割制度の創設
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平成 13年改正

①金庫株解禁，単元株創設等

（平成 13年 6 月改正＝自己株式取得の原則 自由化，額面株式・単位株制度

の廃止，法定準備金の減少等）

②株式制度の見直し，会社関係書類の電子化等

（平成 13年11月改正 ＝新株発行規制の緩和，種類株式制度改正，新株予約

権の創設，新株予約権付社債）

⑨取締役の責任減免等

（平成 13年 12 月＝監査役機能の強化，取締役の責任軽減要件の緩和，株主

代表訴訟制度の合理化）

平成 14 年改正 （会社法制の大幅見直 し）

①種類株主の取締役等の選解任権

②株券失効制度の創設

⑨所在不明株主の株式売却制度の創設

④端株等の買増制度

⑤株主提案権の行使期限の繰上げ等

⑥株主総会の特別決議の定足数の緩和

⑦株主総会招集手続の簡素化等

⑧取締役の報酬規制

⑨重要財産委員会

⑲大会社以外の株式会社 における会計監査人による監査

⑪指名委員会，監査委員会及び報酬委員会並びに執行役制度

⑫計算関係規定の省令委任

⑬大会社についての連結計算書類の導入

⑭現物 出資，財産 引受け及 び事 後設立 の 目的 とな る財産 の価格 の証 明

⑮資本減少手続の合理化

⑯外国法人規制の媛和
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平成11～ 12年改正 は，法人格 （組織） の再編 を促 すバ リヤー フ リーへの改正

であ り，平成 13年 6 月改 正 は，会社 株主へ の金員 の払戻 し（自己株式） と株式

の大 きさの改正 であ る。

平成 13年11月改正は，新株予約権制度は税制に先駆ける改正であったが，平

成13年 12月改正 は，会社機 関の見直 しであ り，平成14年 改正 とともに会社 法制

の大幅 な見 直 しを進 めた もの であ る。

一連 の会社 法制改正 を目的別 に区分す れば次の ように分類 され る。

（1） 自己株式取 得規制 の見直 し（平 成13年 10 月 1 日施 行）

① 自己株式取得の撤廃

② 株 式の大 きさに関す る規制見直 し

i 単元株制度導人

並 端株制度の見直 し

⑨ 法定準備金減少手続導入

④ 新株発行手続の改善

（2 ）株 式制度 の見直 し（平 成 14年 4 月 1 日施 行）

① 株式制度の見直 し

i 新株発行規制の緩和

益 議決権制限株式の導入

益i 新株予約権の創設

② 会社関係書類の電子化

（3 ）企業統治関係 （平成 14 年 5 月 1 日施行）

① 取締役の責任軽減

② 監査役制度の強化

⑨ 株主代表訴訟制度の合理化

（4）株式制嵐 会社機軌 会社計算等 （平成15年 4 月 1 日施行）

① 株式制度

i 種類株主の取締役等の選解任権



益 株券失効制度の創設

出 所在不明珠主の株式売却制度の創設

iv 端株等の買増制度

② 会社機関

i 株主総会の特別決議の定足数の緩和

ii 委員会等設置会社制度導入

山 重要財産委員会

iv み なし大会社制度導入

⑨ 会社の計算

i 計算関係規定の省令委任

辻 連結計算書類の導入

④ その他

i 現物 出資，財産 引受け及 び事 後設立 の 目的 となる財産の価格 の証 明

ii 資本減少手続の合理化

㌫ 外国法人規制の緩和

いず れ も会社法全 面改正作 業の ワ ンクー ル・ パ ッケー ジで あ り， さ らに細 部

の見直 しを行い，現代 化 を 目指す もので 「個別 の論点 を起 こ して全 面的 に見 直

す50年 に一度の大改正 」 といえ る。

税理士業務 に関わ りの多 い改正 をあげれば，次 の 4 項 目があ る。

① 会社組織再編

② 自己株式 （金庫株）の取得・保有・処分，新株予約権

⑨ 会社関係書類の電子化

④ 現物 出資，財 産引受 け及び事後設 立の 目的 とな る財産 の価 格の証 明

Ⅱ会社法制の現代化への抜本改革

1 ．「会社法」の成立

（ 1）「会社法」の改正経緯

法制審議会の会社法 （現代化関係）部会 （江頭憲治郎部会長，東京大学教授）

肇、

蕉

風
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による継 続 的 な審議 を経 て平 成 1 6年 12 月 8 日に改 正 の要綱 案が取 りま とめ ら

れ，通常国会に法案提出が行われ，平成 17年 6 月29 日に改正 法が成立 し，平成

1 8年 5 月施行 の予 定で ある。

（2）「会社法制定の事由」

平 成 6 年 までの改正 を受 けて平 成 9 年 以降，会社 法制 は多 数回 にわた る改

正が順 次行 われた。 いずれ も会社 法全面 改正作業 の ワンクール・ パ ッケー ジ

で はあったが ，細 部の見 直 しと全体 的 な整合性 を図 る必 要性が高 まった。

また，最近 の社 会経 済情勢の変化 に対応 す るための各種制 度の見直 し・ 合

理化 が要請 されてい る事情 もある。具体 的に は，新会社 法全 面改正 の法 制審

議会のベク トルは，①企業統治の実効性の確保，②高度情報社会への対応，

⑨資金 調達手段 の改善，④企 業活動 の国際化へ の対応， とい うこ とであ る。

形式 的 な面 は，他の基本 法が平仮 名 口語体 に改 め られて きてい るこ とへ の

現代化作 業の一環 としての改正事 由が あ る。

実質 的な面 は，社 会経 済の希求 であ る社会 的制度基 盤 （経済 活動の イ ンフ

ラ） である会社制 度 をよ り使 いやす くす るこ とで，我 が国経済 の活性化 に資

す るこ との必要性へ の改正事 由があ る。

（3）「会社法制定内容」

改正前の商法第 2 編「会社 に関する規定」「有限会社法」「商法特例法」が

1 つ の 「会社 法」 の法制 とな り，「有 限会社 法」 が廃止 され るが既存 の有 限

会社 は経過 措置 に よ り存 続す る。

また， 商法が全面 的 に書 き換 え られ ，「平仮 名 口語体」 に なる。

2 ．「会社法」の概要

（1）株式会社の内部機関の構成

株式会社 と有限会社 の両類型 を統合 して，株式会社 と して規律 す る改 正は，

内部機 関の設計 と構成 のあ り方 におお いにかか わってい る （注 1 ）。

従来の株 式会社 は，非公 開会社 で あって も公 開会社 と同様 の 内部機 関の設

計 と構成が必要であったが，会社法では，株式譲渡制限会社 は「取締役会の

設 置」 を選択 で きる。 そ して取 締役会 を設置 しない場合 は，監査役 の設置 も



任 意 とさ れ る 。

この よ うに株 式会社 の内部機 関の構成 につ いては 「定款 自治 を大 幅に認め

る」 こと▼を取 り入れ 「会社 の規模 ，性格 に沿 った機 関設計 がで きる」 ように

な った 。

（ 注 1 ） 株 式 譲渡 制 限 を定款 に定 め て い る こ と を非 公 開性 の メ ル クマ ー ル と し， この 非公 開

性的な株式譲渡制限会社 は「取締役会の設置を選択せず，監査役 も設置 しないこ とが

で る」す なわち，「有限会社型 の機関設計を採用する選択肢が生 じ得 る」 といえる。

（2 ）新 しい企業組織形態 と組織再編

新 しい企業組織形 態 としての 「有 限責任 人的会社 であ る合 同会社 」が導 入

され，有限責任事業組合の対応する事業体が認められた。

いわゆる 「 1 円会社 を容 認」 し，「株式会社 自身が資本 の額 を決 め られ る」

こ とで 自 由 度 を大 幅 に 増 加 させ る 。

企業組織再編行為の関係では，「合併等における対価の柔軟化」が導入 さ

れ，合併 時に存続会社 の株式 では な く，金銭 その他の財 産 を交付す る ことが

できるな ど，企業組織 再編 の方式 に相 当のス キーム・ バ リエー シ ョンが策定

でき，多様 な企業組織再 編方式 が可能 にな り，税制 に適応 した対 応 を とれば，

企業組織再編 が きわ めて活性化・ 活発化す る とい える。

（ 3）株式関係

株式の譲渡制限制度について「議決権制限株式の発行総数制限が撤廃」さ

れ，種類 株式 に よ らず とも定款 の定め を もって 「議 決権や配 当 につ いて属 人

的な扱 い を行 うことが可 能」 とされ 「特定 の者 の議 決権 を制 限す るこ とが可

能」 とな る （注 2 ）。

非公開会社の株式譲渡制限会社については，株式分散防止のため「一定の

事由が生 じた場合 に，会社 が株式 の買取 りを行 う旨を定款で定 め るこ と」 が

許容 され る （注 3 ）。 会社 法 は 「株 式 の分散 による議決権 拡散 を防止 し，円

滑な事業承継 に資 する」活用効 果が生 じる。

会社法の「自己株式取得手続」についての「買受方法は市場取引または公

開買付以外 の方法 に よるこ とが新設」 され る。 これ に よ り非公 開会社 も自己
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株式の機動 的 な取得 が可能 にな り，相 続株式 の納税資金 調達 に寄与す る とい

え る。（注 4 ）

（ 注 2 ）商法 では，議決権制限株式 は発行株式総数の 2 分の 1 未満でなければな らないとさ

れて いる。

（ 注 3 ）商法では，株式の譲渡制限の定めを定款 に規定 しても，相続や合併 といった譲渡以

外 の事 由 に よる株 式 移転 を妨 げ る こ とが で きな い と され て い る。

（ 注 4 ）商法では， 自己株式の取得 は定時総会 で取得内容を決議 し，その決議に基づ き取締

役が取得するルール （平成13年 6 月公布商法）があ り，平成15年の商法改正 によ り定

款 であ らか じめ取締役 会で買受ける旨を定めておいて，その定款の定めに基づいて取

締役が取得するとい う新 しいルールが新設 されたが， この場合 の買受け方法 は市場取

引又 は公開買付の方法に限られていたので非公開会社 は活用 できない というネ ックが

あ った 。

（ 4）計算関係

財 源規制 のあ り方 に係 る見直 しによ り「剰 余金 の分配 について統 一的 な財

源規制が設けられ，分配可能額の制限がかけられ，その他分配に係る取締役

責任・ 剰余金の分配手続 （注 5 ），準備金制度？改正など実務に与 える影響

が大 きい改正 となる。

また，株式会社の対外信用の確保のため，適正な計算書類が重要な意味を

持ち，計算書類の公告制度は維持される。

なお，計算書類の営業報告書は「事業報告書」 に変更される（注 6 ）。

さらに，税理士等が就任する「会計参与制度」が新設され，その効用が期

待さ れ る こ とに な る。

（ 注 5 ）商法では「利益の配 当」 とされていたのが 「剰余金の分配」 とされた。

（ 注 6 ）商法では「営業譲渡」 とい う語句が使用 されていたが新会社法制では 「事業」 とい

う表示 に な る。

3 ．「会社法」の特徴 と実務 ポイン ト

（ 1）大小会社，公開・非公開会社の区分（基準の明確化）

会社法制は会社区分を「大会社 （最終事業年度の貸借対照表で資本金の額が



5 億円以上の会社，あるいは負債の部の合計額が200億 円以 上の会社）」のみを

残 し，「中・ 小会 社」 の 区分 を撤 廃 し「株式 に譲渡 制 限 を設 けてい ない公 開会

社 と非公開的 な株式譲 渡制 限会社 」で 区分 され る。

（2）会社法の任意法規化 （会社の自由度が拡大する「定款自治」，内部機関

の多様化）

非公 開的な株 式譲渡 制限会社 は，所有 と経営が接 しているので 「定款 による

自治 を大 幅 に 認 め る」 こ と と して い る。

これ によ り「取締役 1 名 と株 主総会 のみ」 とい うシンプルな機関設計 がで き

る。一方，複数 の取締役 に よる取締 役会 とい う合議体 を設 け， さらに委 員会 を

設置す るとい う企 業統治 が徹 底 した形態 まで幅広 く，柔軟化 された規定 を設 け

て い る。

（3）経済活性化機能の導入 （起業，創業への支援）

会社設立手続の簡素化が導入され，出資払込証明が残高証明で代用で き，最

低資本金制度，類似商号規制が廃止された。

会社設立の現実的障害になっていた規定が大幅に緩和 され，起業，創業が き

わめて容易 にな る。

（4）既成制度の簡素・合理化 （企業再編法制の見直 し）

平成 9 年以 降の一連の企業再編法制の整備の仕上げとしての，細部の見直 し

と全体的 な整合性 を図 り，既 成制度 の簡素・合 理化が 図 られ る。

（5）株式制度の多様化 （株式発行の自由度の拡充，合理化）

種類株式発行，第三者割当手続，有利発行手続等の合理化に加 え，譲渡制限

会社 の株式 制度の多様 化 な ど株 主 に対応 した改正 が入れ られる。

（6）企業会計基準変遷への対応 （計算関係規定の弾力化）

会社の計算，剰余金の分配規定の整備 と剰余金の弾力的分配など変遷する会

計基準 に対応 す る規定 が入 れ られ る。

4 ．新会社法制が中小企業 と税理士業務に与える影響

（1）規制緩和 に よる影 響

① 会社の設立関係
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i 最低資本金規制が撤廃 される。

益 銀 行等 に よる払込金保 管証明が不 要 になる。

誠 検査役の調査要件が嬢和 される。

iv 類似 商号規制 が撤廃 され，不正競 争防止法 に よる規制 となる。

② 株主・株式関係

i 一部 の種 類 の株 式 につ いて譲渡制 限が可能 にな る。

正 非公 開会社の 自己株 式 の機 動的 な取得 が可能 に なる。

拉 株式譲渡制限会社の議決権制限株式の発行限度の 2 分の 1規制が撤

廃 され る。

iv 増資手続 が緩和 される（柔軟，迅速な資本金調達が可能になる）。

Ⅴ デ ッ ト・ エ クイテ ィ・ スワ ップが簡便 になる （検査役 の調査不 要の

範囲の拡大）。

③会社の計算関係

i 資本の部の計数の変動手続が緩和される（準備金の資本組入れ，減

資等の手続緩和）。

正 総会 決議 に よ り，業績 に応 じた剰 余金 の配当が期 中にお いてで きる。

（ 彰 解散・清 算関係 ＼

1 清算 手続 におけ る裁判所 の関与 が不 要 になる。

並 残余財 産の現物 に よる分 配が可能 にな る。

⑤合同会社，合資・合名会社関係

新 しい合 同会社 は社 員 1 人 のみで設立 ，存続が 可能 になる。

⑥組織再編行為関係

株主総会決議不要の簡易組織再編の要件が大幅に緩和される。

（ 2）株式会社の内部機関の構成等の改正

①株式譲渡制限会社 の取締役会の設置が任意

i 取締役 の資格 を株 主 に限定で きる，取締役会 の書面決議が可能 となる。

試 1 人取締役 も可能 にな り，任期 を定款 で 10年 まで伸 長 で きる。

誠 監査役 の任 期 も同様 に伸長 で き，監査 役 は定款 の定 め によ り任 意設
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置 に な る 。

② 株主稔会 の招 集地 を弾力的 に選定で きる ようになる。

③ 書面 による議決権 の行 使，電磁 的方法 に よる議決権 の行使 も可 能 になる

（3）会計参与制度の新設

① すべての株式会社は会計参与を設置で きる。

② 会計参与の職務

i 取締役 と共 同 して計算書類 及びそ の附属 明細書 を作 成す る こと

立 会計参与の職務の遂行 に際し，取締役職務執行に不正行為，法令，

定款違反 の重 大事実 を発見 した時は，株 主 に報告す る こと

誠 計算書類承認の取締役会，株主総会への出席 と必要な時の意見陳述

を す る こ と

iv 計算書類の 5 年 間の備置 き（保存） と，株主，債権者の請求時の閲

覧 を させ，謄 本 を交付 （開示） す るこ と

（4）譲渡制限株式の規定等の新株式制度の活用

株式譲渡制限会社が株式分散防止のため，「一定に事由が生 じた場合 に，会

社が株式 の買取 を行 う」 旨を定款 で定め るこ とが許容 され る （相続 や合併 とい

った譲渡 以外 の事 由が生 じた場 合 に「会社 が株式 を買い取 る ことも可能」）。

（5）会社の計算書類の適正化

会社法の会計¢海 則 は「株式会社の会計は，一般に公正妥当と認められる企

業会計の慣 行 に従 うもの とす る （会 43 1）」 と規 定 され「企業会計 の慣 行 その も

のに従 うこ と」 と さ れ た 。

（注 7 ）従来の商法の会計の原則は 「商業帳簿 ノ作成二関スル規定 ノ解釈 二付テハ公正 ナル

会計慣行 ヲ掛酌 スベ シ （商 32②）」 としていた計算書類の作成に際 し，その会社の計

算の目的の適応 した会計原則が必要 といえる。

（6）合同会社の検討

① 新 しい合 同会社，合資・合名会社は1人法人 が認められ，また，法人で

も社 員 とな る こ とが で きる 。

・② 新 しい合同会社，合資・合名会社 は，持分会社 （社員が経営 にあたる組
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合契約 的 な組織） とい う会社 の種類 に規定 される ことになる。

③ 新 しい合 同会社 は 「有 限責任 の人的会社 （日本版L L C ）」 の創 設 であ り，

税 務 においての 「構 成員課税」 の是非 が注 目される。

（注 8 ）米 国のL L C の課税 は 「事業体か構成員か を納税者が選択する （チ ェック・ザ・ボ ッ

ク ス制 ）」 が採 用 され て い る。

④ 合同会社，合資・合名会社から株式会社 に変更すること，また株式会社

か ら合 同会社 ，合 資・ 合名会社 になる こと もで きる とい う組織変 更が認

め られ る。

（7）企業組織再編制度の拡充

① 吸収合併 または吸収分割 につ いては，従来の登記 時ではな く，「その組織

再編行為 を行 う株 式会社間で定め た 日においてそ の効力 が生 じる」とされる。

② 資本の部の計数の取扱いは一部省令に委任される。

（注 9 ）従来，合併等で承継 した資産・負債が時価評価 される結果，その合併等 までの最終

期の期 間利益や含み益が 「資本金 または資本準備金になって しまい，「配 当可能利益

とな らない」 と い う課 題が み られ た」 こ との対 応 が 取 扱 い と して 規 定 され る。

（8 ） その他の規定への対応

① 子会社による親会社株式の取得が認められる例外事由が追加され「子会

社の定義」が変わる。

② 同族会社の経営支配権 と事業承継に関わる株主，株式関係の新規定に留

意 が必要 である。

「 参考資料」新会社法における株式会社の機関の形態による各種の機関設計

1 2

1 公開会社 大会社 株主総会取締役取締役会代表取締役監査役監査役会 会計監査人 （会計参与）

2 公開会社 大会社 株主総会取締役取締役会代表取締役監査役監査役会 会計監査人

3 公開会社 大会社 株主総会取締役取締役会 3委員会執行役 会計監査人 会計参与）

4 公開会社 大会社 株主総会取締役取締役会 3委員会執行役 会計監査人

5 公開会社 中小会社株主総会取締役取締役会 代表取締役監査役監査役会 会計監査人 会計参与

6 公開会社 中小会杜株主総会取締役取締役会代表取締役監査役監査役会 会計監査人

7 公開会社 中小会社株主総会取締役取締役会代表取締役監査役 （会計監査人 会計参与

8 公開会社 中小会社株主総会取締役取締役会代表取締役監査役 会計監査人



＊株式会社 は， この3 9種 類 の類 型の中か ら実態に合 った形態 を選択 するこ とになる。

＊会計監査人 は，設 置が義務付 けられ る場合 とない場合 （任 意）がある。

＊会計参与 は． すべての株 式会社 に必須の機関 ではないが，定款 に定めれば， どの株式会社 でも設 け

るこ とが で き る 。 か っ こ書 き

＊引用＝M JS 税務 システム研 究所 「商法研究会」（税務土手務所C h a n n e 12 0 0 5．2）
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9 公開会社 中小会社株主総会取締役取締役会代表取締役監査役監査役会 会計参与

10 公開会社 中小会社株主総会取締役取締役会代表取締役監査役監査役会

11 公開会社 中小会社株主総会取締役取締役会代表取締役監査役 （会計参与）

12 公開会社 中小会社株主総会取締役取締役会代表取締役監査役

13 公開会社 中小会社株主総会取締役取締役会 3委員会執行役 会計監査人 （会計参与）

14 公開会社 中小会社株主総会取締役取締役会 3委員会執行役 会計監査人

15 譲渡制限会社大会社 株主捻会取締役取締役会代表取締役監査役監査役会 会計監査人 （会計参与）

16 譲渡制限会社大会社 株主総会取締役取締役会代表取締役監査役監査役会 会計監査人

17 譲渡制限会社大会社 株主総会取締役取締役会代表取締役監査役 会計監査人 会計参与

18 譲渡制限会社大会社 株主総会取締役取締役会代表取締役監査役 会計監査人

19 譲渡制限会社大会社 株主総会取締役 監査役 会計監査人 会計参与

20 譲渡制限会社大会社 株主捻会取締役 監査役 会計監査人

21 譲渡制限会社大会社 株主総会取締役取締役会 3委員会執行役 会計監査人 （会計参与）

22 譲渡制限会社大会社 株主総会取締役取締役会 3委員会執行役 会計監査人

23 譲渡制限会社中小会社株主総会取締役取締役会代表取締役監査役監査役会 会計監査人 （会計参与）

24 譲渡制限会社中小会社株主総会取締役取締役会代表取締役監査役監査役会 会計監査人

25 譲渡制限会社中小会社株主総会取締役取締役会代表取締役監査役 会計監査人 会計参与

26 譲渡制限会社中小会社株主総会取締役取締役会代表取締役監査役 会計監査人

27 譲渡制限会社中小会社株主総会取締役 監査役 会計監査人 （会計参与

28 譲渡制限会社中小会社株主総会取締役 監査役 会計監査人

怨 譲渡制限会社中小会社株主総会取締役取締役会代表取締役監査役監査役会 会計参与

30 譲渡制限会社中小会社株主総会取締役取締役会代表取締役監査役監査役会

31 譲渡制限会社中小会社株主総会取締役取締役会代表取締役監査役 会計参与

32 譲渡制限会社中小会社株主総会 締役取締役会代表取締役監査役

33 譲渡制限会社中小会社株主総会取締役 監査役 会計参与

34 譲渡制限会社中小会社株主総会取締役 監査役

35 譲渡制限会社中小会社株主総会取締役取締役会代表取締役 会計参与）

誠 譲渡制限会社中小会社株主総会取締役 会計参与

37 譲渡制限会社中小会社株主総会 取締役

38 譲渡制限会社中小会社株主総会 取締役取締役会 3委員会執行役 会計監査人 （会計参与）

39 譲渡制限会社中小会社株主総会 取締役取締役会 3委員会執行役 会計監査人


